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○いばらきのグリーン・ツーリズム 
https://www.green-tourism.pref.ibaraki.jp/  
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第第十十三三回回茨茨城城県県美美ししいい 水水土土里里
み ど り

づづくくりり優優良良活活動動表表彰彰 

 
■■目目的的 
 茨城の農村地域では、八溝山や筑波山・霞ヶ浦など豊かな自然環境の中で脈々と農業

が営まれ、美しい風景などの資源が継承されてきました。 
このような農村地域が有する資源を守り、農地や農業用施設等を将来にわたり良好な

状態で保全・管理するとともに、農村環境の保全向上を図る必要があります。 
本表彰は、このような趣旨に沿った取組をしている優良な活動組織・集落を表彰し、

農業農村の保全意識の向上及び啓発を図り、併せて茨城の農村の魅力を県内外に発信す

ることを目的としています。 
 
■■対対象象 
  多多面面的的機機能能支支払払交交付付金金部部門門 
 表彰の対象は、県内で多面的機能支払交付金に取り組む活動組織で、自薦または各農

林事務所長等から推薦を受けた活動組織です。 
 
 中中山山間間地地域域等等直直接接支支払払制制度度部部門門 
 表彰の対象は、県内で中山間地域等直接支払制度に取り組む集落で、自薦または各農 
林事務所長等から推薦を受けた集落です。 
 
■■主主催催 
 茨城県、茨城県土地改良事業団体連合会、全国山村振興連盟茨城県支部 
 
■■賞賞のの種種類類 

多多面面的的機機能能支支払払交交付付金金部部門門 
茨城県知事賞１点 
茨城県土地改良事業団体連合会長賞１点 

 茨城県農林水産部長賞 3 点 
 

中中山山間間地地域域等等直直接接支支払払制制度度部部門門 
茨城県知事賞１点 
全国山村振興連盟茨城県支部長賞１点 

 茨城県農林水産部長賞１点 
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地域
ち い き

資源
し げ ん

保全会
ほ ぜ ん か い

（つくばみらい市）  

１ 活動組織の概要  

取組開始年度 平成 27 年度 

組織構成 2 集落、農業者 93 名、非農業者 9 名、子供会 

支払区分 農地維持支払、資源向上支払（共同活動） 

対象農用地 61.67ha（水田 50.96ha，畑 10.71ha） 

対象施設 開水路 3.2km、農道 4.8km 

交付金額（R1） 3,120 千円 

 

 

施設の点検 

 

 

水路・農道の草刈り 

 

２ 主な活動内容 

準備点検 計画・啓発 実践活動 

・施設の点検、機能

診断（３ 月） 

・遊休農地発生状況

調査（３ 月） 

・年度活動計画の 

策定（３ 月） 

・地域住民との意見 

交換会の開催 

（８ 月） 

・遊休農地発生防止の保全管理（３ 月） 

・水路、路肩・法面の草刈り（６ 月、７ 月、10 月） 

・水路の泥上げ（３ 月） 

・用水施設の機能診断、保守（３ 月） 

・景観形成のための植栽（年 5 回） 

・生活環境保全のための地域清掃（年 10 回） 

・農村文化の伝承活動「鳥追い」（1 月） 

 

茨茨城城県県知知事事賞賞 

１  

３ 地域の状況と取り組みへのきっかけ 

・本地域は、つくばみらい市の南部に位置しており、南西に一級河川小貝川が流れる田園地帯です。 

・多くの農家が兼業のため、地域の農地保全と、農村環境の保全活動を通した住民の交流の場と機会
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４ 特徴的な取組 

・地域住民の参加により、農道脇への「チューリップ」や「コスモス」の植栽活動や地域内の清掃活

動を実施し、環境の美化に努めています。 

・農村文化の伝承として、1 月に「鳥追い」活動を実施しています。子供からお年寄りまで参加して、

世代間を超えて、地域の伝統文化が受け継がれています。 

 

 

 

コスモスの植栽と PR 看板の設置 

 

 

「鳥追い」文化の伝承 

 

地域住民とのごみ拾い 

 

 

地域住民との交流・意見交換

 

５ 取組の成果・効果 

・子供からお年寄りまで幅広い世代が一体となって、植栽活動や清掃活動の農村環境保全活動を実施

していることで、地域内での環境美化への意識が高まるとともに、住民同士での会話が増え、地域

コミュニティの強化が図られています。 

・地域の伝統行事「鳥追い」では、地域内外より幅広い人々が参加することにより、地域が一体とな

って伝統文化を継承しています。 
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平川
ひ らかわ

を 守
ま も

る 会
か い

（河内町）  

１ 活動組織の概要  

取組開始年度 平成 27 年度 

組織構成 1 集落、農業者 57 名、非農業者 35 名、自治会、子供会、土地改良区ほか 

支払区分 農地維持支払、資源向上支払（共同活動、長寿命化） 

対象農用地 85.40ha（水田 80.80ha、畑 4.60ha） 

対象施設 開水路 11.4km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 8.4km、農道 6.4km 

交付金額（R1） 7,138 千円 

 

 

農道・水路の草刈り活動 

 

 

排水路の泥上げ工事 

２ 主な活動内容 

準備点検 計画・啓発 実践活動 

・施設の点検、機能

診断（4 月） 

 

・年度活動計画の 

策定（2 月） 

・地域住民との意見 

交換会の開催 

（3 月） 

・広報紙の発行 

（3 月） 

・水路、路肩・法面の草刈り（5 月、6 月、9 月） 

・農道の機能診断、補修（6 月、11 月） 

・用水施設の機能診断，保守（4 月、12 月） 

・景観形成のための植栽（5 月、11 月） 

・水質調査（９ 月） 

・農村文化の伝承（10 月、1 月） 

 

３  

３ 地域の状況と取り組みへのきっかけ 

・本地域は、河内町の東部に位置し、利根川沿いに広がる稲作中心の田園地帯です。 

・農業者の高齢化や後継者不足により、農地・農業用施設の維持管理の負担が増加していることから、

「豊かな街平川」をキャッチフレーズに組織を設立し活動を開始しました。地域住民が一体となって

農地の保全、清掃活動、草花の植栽等の活動に取り組むことにより美しい景観の保全を行っています。 

茨茨城城県県土土地地改改良良事事業業団団体体連連合合会会長長賞賞 
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子ども会と連携した水質調査 

 

 

稲わら文化の伝承 

 

植栽活動 

 

 

自主施工による農道砕石舗装 
 

 

４ 特徴的な取組 

・子ども会と連携して水質調査を行うことにより、子ども達の農業への関心が高まり、地域内の交流が

促進されました。 

・稲わら文化の伝承活動を行っている「平川保存会」と連携し、地域に伝わる稲わら工芸品を制作し

ています。 

・技術を持つ構成員が中心となり、自主施工で農道の砕石舗装や用排水フリュームの敷設等を行って

います。 

５ 取組の成果・効果 

・活動を通して子どもを含む地域住民の環境への関心が高まり、草刈りや清掃活動への参加率は 9 割

を超えています。地域交流の場が増えたことにより、地区のまとまりが一層強固となりました。 

・今後も子どもからお年寄りまで多くの人たちが参加できる活動を実施し、農業用施設の維持管理、

環境保全、伝統文化の継承に努めていきたいと考えています。 
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１ 活動組織の概要  

取組開始年度 平成 29 年度 

組織構成 5 集落、農業者 201 名、非農業者 4 名、自治会、村民会議照沼支部ほか 

支払区分 農地維持支払、資源向上支払（共同活動） 

対象農用地 116.1ha（全水田） 

対象施設 開水路 11.0km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 14.0km、農道 4.0km、ため池 1.0 カ所 

交付金額（R1） 6,269 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農道砂利敷きと支障木の伐採             水路補修 

 

２ 主な活動内容 

準備点検 計画・啓発 実践活動 

・施設の点検、機

能診断（5 月） 

・遊休農地発生状

況調査（5 月） 

・年度活動計画の 

策定（4 月） 

・地域住民との交流   

会（11 月） 

・遊休農地発生防止の保全管理（11 月） 

・水路、路肩・法面の草刈り（6～10 月） 

・水路の泥上げ（11～2 月） 

・用水施設の機能診断、保守（4 月） 

・景観形成のための植栽（6、11 月） 

・水質調査（6、12 月） 

５  

３ 地域の状況と取り組みへのきっかけ 

・本地域は、東海村の南東部に位置する水田地帯です。 

・高齢化等により農業者個人での農地や農業用施設の適正な管理が困難になりつつあるなか、個人

の負担を減らすことで耕作放棄による農地の荒廃を防ぎ、農村環境の向上を図ることを目的として活

動を開始しました。 

茨茨城城県県農農林林水水産産部部長長賞賞 
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遊休農地の草刈            自治会とのクリーン作戦 

 

 

 

 

 

 

 

 

  パンジーの植栽           小学生・幼稚園児による稲刈 

 

 

５ 取組の成果・効果 

・共同活動を実施することで農家負担が減り、耕作放棄地が無くなってきました。 

・地域住民との共同活動や交流を通じ、非農業者や子供たちにも農業への理解や環境保全に対する意

識の高まりが期待されます。 

４ 特徴的な取組 

・遊休農地の保全管理を共同活動で行うことにより、新たな耕作者への引継ぎを助け、耕作放棄地の

解消に取り組んでいます。 

・自治会と連携し、地域住民参加によるほ場周辺の清掃活動や東海十二景（真崎浦夕照）石碑前ほ

か花壇への植栽を実施し、環境の美化に努めています。 

・地元小学校や青少年育成東海村民会議照沼支部と協力し田植え・稲刈体験活動を通して、地域の

交流を図っています。 
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６  

 

 

 

 

 

 

 

 

遊休農地の草刈            自治会とのクリーン作戦 

 

 

 

 

 

 

 

 

  パンジーの植栽           小学生・幼稚園児による稲刈 

 

 

４ 特徴的な取組 

・遊休農地の保全管理を共同活動で行うことにより、新たな耕作者への引継ぎを助け、耕作放棄地の

解消に取り組んでいます。 

・自治会と連携し、地域住民参加によるほ場周辺の清掃活動や東海十二景（真崎浦夕照）石碑前ほ

か花壇への植栽を実施し、環境の美化に努めています。 

・地元小学校や青少年育成東海村民会議照沼支部と協力し田植え・稲刈体験活動を通して、地域の

交流を図っています。 

 

５ 取組の成果・効果 

・共同活動を実施することで農家負担が減り、耕作放棄地が無くなってきました。 

・地域住民との共同活動や交流を通じ、非農業者や子供たちにも農業への理解や環境保全に対する

意識の高まりが期待されます。 
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（稲敷市）  

１ 活動組織の概要  

取組開始年度 平成 19 年度 

組織構成 8 集落、農業者 34 名、非農業者 25 名、4 自治会、2 子供会、土地改良区ほか 

支払区分 農地維持支払、資源向上支払（共同活動、長寿命化） 

対象農用地 232.79ha（水田 227.9ha、畑 4.89ha） 

対象施設 開水路 27.0km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 26.6km、農道 35.0km 

交付金額（R1） 17,080 千円 

  

水路脇の草刈り                水路の泥上げ 
２ 主な活動内容 

準備点検 計画・啓発 実践活動 

・施設の点検、機能

診断（4 月、5 月） 

・遊休農地発生状

況調査（4 月、5

月、6 月） 

・年度活動計画の 

策定（5 月） 

・地域住民との意見 

交換会の開催 

（7 月、8 月） 

・遊休農地発生防止の保全管理（6 月） 

・水路、路肩・法面の草刈り（6 月、7 月、10 月） 

・水路の泥上げ（11 月、12 月） 

・用水施設の機能診断，保守（4 月、5 月） 

・景観形成のための植栽（5 月、8 月） 

・小排水路の補修及び 

底板コンクリート敷設（11 月、12 月） 

 

７  

３ 地域の状況と取り組みへのきっかけ 

・本地域は、稲敷市の東部に位置する田園地帯です。 
・水資源に恵まれ良質な米が生産されている稲作地帯であり、農地の保全のために適切な維持管理活

動が必要であると考え、平成 19 年度に活動を開始しました。 

茨茨城城県県農農林林水水産産部部長長賞賞 
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交付金額（R1） 17,080 千円 
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月、6 月） 

・年度活動計画の 

策定（5 月） 

・地域住民との意見 

交換会の開催 

（7 月、8 月） 

・遊休農地発生防止の保全管理（6 月） 

・水路、路肩・法面の草刈り（6 月、7 月、10 月） 

・水路の泥上げ（11 月、12 月） 

・用水施設の機能診断，保守（4 月、5 月） 

・景観形成のための植栽（5 月、8 月） 

・小排水路の補修及び 

底板コンクリート敷設（11 月、12 月） 

 

７  
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・水資源に恵まれ良質な米が生産されている稲作地帯であり、農地の保全のために適切な維持管理活

動が必要であると考え、平成 19 年度に活動を開始しました。 

茨茨城城県県農農林林水水産産部部長長賞賞 
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対象施設 開水路 27.0km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 26.6km、農道 35.0km 

交付金額（R1） 17,080 千円 
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２ 主な活動内容 

準備点検 計画・啓発 実践活動 

・施設の点検、機能
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・遊休農地発生状

況調査（4 月、5

月、6 月） 

・年度活動計画の 

策定（5 月） 

・地域住民との意見 

交換会の開催 

（7 月、8 月） 

・遊休農地発生防止の保全管理（6 月） 

・水路、路肩・法面の草刈り（6 月、7 月、10 月） 

・水路の泥上げ（11 月、12 月） 

・用水施設の機能診断，保守（4 月、5 月） 

・景観形成のための植栽（5 月、8 月） 

・小排水路の補修及び 

底板コンクリート敷設（11 月、12 月） 

 

７  

３ 地域の状況と取り組みへのきっかけ 

・本地域は、稲敷市の東部に位置する田園地帯です。 
・水資源に恵まれ良質な米が生産されている稲作地帯であり、農地の保全のために適切な維持管理活

動が必要であると考え、平成 19 年度に活動を開始しました。 

茨茨城城県県農農林林水水産産部部長長賞賞 
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１ 活動組織の概要  

取組開始年度 平成 19 年度 

組織構成 8 集落、農業者 34 名、非農業者 25 名、4 自治会、2 子供会、土地改良区ほか 

支払区分 農地維持支払、資源向上支払（共同活動、長寿命化） 

対象農用地 232.79ha（水田 227.9ha、畑 4.89ha） 

対象施設 開水路 27.0km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 26.6km、農道 35.0km 

交付金額（R1） 17,080 千円 

  

水路脇の草刈り                水路の泥上げ 
２ 主な活動内容 

準備点検 計画・啓発 実践活動 

・施設の点検、機能

診断（4 月、5 月） 

・遊休農地発生状

況調査（4 月、5

月、6 月） 

・年度活動計画の 

策定（5 月） 

・地域住民との意見 

交換会の開催 

（7 月、8 月） 

・遊休農地発生防止の保全管理（6 月） 

・水路、路肩・法面の草刈り（6 月、7 月、10 月） 

・水路の泥上げ（11 月、12 月） 

・用水施設の機能診断，保守（4 月、5 月） 

・景観形成のための植栽（5 月、8 月） 

・小排水路の補修及び 

底板コンクリート敷設（11 月、12 月） 

 

７  

３ 地域の状況と取り組みへのきっかけ 

・本地域は、稲敷市の東部に位置する田園地帯です。 
・水資源に恵まれ良質な米が生産されている稲作地帯であり、農地の保全のために適切な維持管理活

動が必要であると考え、平成 19 年度に活動を開始しました。 

茨茨城城県県農農林林水水産産部部長長賞賞 
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（稲敷市）  

１ 活動組織の概要  

取組開始年度 平成 19 年度 

組織構成 8 集落、農業者 34 名、非農業者 25 名、4 自治会、2 子供会、土地改良区ほか 

支払区分 農地維持支払、資源向上支払（共同活動、長寿命化） 

対象農用地 232.79ha（水田 227.9ha、畑 4.89ha） 

対象施設 開水路 27.0km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 26.6km、農道 35.0km 

交付金額（R1） 17,080 千円 

  

水路脇の草刈り                水路の泥上げ 
２ 主な活動内容 

準備点検 計画・啓発 実践活動 

・施設の点検、機能

診断（4 月、5 月） 

・遊休農地発生状

況調査（4 月、5

月、6 月） 

・年度活動計画の 

策定（5 月） 

・地域住民との意見 

交換会の開催 

（7 月、8 月） 

・遊休農地発生防止の保全管理（6 月） 

・水路、路肩・法面の草刈り（6 月、7 月、10 月） 

・水路の泥上げ（11 月、12 月） 

・用水施設の機能診断，保守（4 月、5 月） 

・景観形成のための植栽（5 月、8 月） 

・小排水路の補修及び 

底板コンクリート敷設（11 月、12 月） 

 

７  

３ 地域の状況と取り組みへのきっかけ 

・本地域は、稲敷市の東部に位置する田園地帯です。 
・水資源に恵まれ良質な米が生産されている稲作地帯であり、農地の保全のために適切な維持管理活

動が必要であると考え、平成 19 年度に活動を開始しました。 

茨茨城城県県農農林林水水産産部部長長賞賞 
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（稲敷市）  

１ 活動組織の概要  

取組開始年度 平成 19 年度 

組織構成 8 集落、農業者 34 名、非農業者 25 名、4 自治会、2 子供会、土地改良区ほか 

支払区分 農地維持支払、資源向上支払（共同活動、長寿命化） 

対象農用地 232.79ha（水田 227.9ha、畑 4.89ha） 

対象施設 開水路 27.0km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 26.6km、農道 35.0km 

交付金額（R1） 17,080 千円 

  

水路脇の草刈り                水路の泥上げ 
２ 主な活動内容 

準備点検 計画・啓発 実践活動 

・施設の点検、機能

診断（4 月、5 月） 

・遊休農地発生状

況調査（4 月、5

月、6 月） 

・年度活動計画の 

策定（5 月） 

・地域住民との意見 

交換会の開催 

（7 月、8 月） 

・遊休農地発生防止の保全管理（6 月） 

・水路、路肩・法面の草刈り（6 月、7 月、10 月） 

・水路の泥上げ（11 月、12 月） 

・用水施設の機能診断，保守（4 月、5 月） 

・景観形成のための植栽（5 月、8 月） 

・小排水路の補修及び 

底板コンクリート敷設（11 月、12 月） 

 

７  

３ 地域の状況と取り組みへのきっかけ 

・本地域は、稲敷市の東部に位置する田園地帯です。 
・水資源に恵まれ良質な米が生産されている稲作地帯であり、農地の保全のために適切な維持管理活

動が必要であると考え、平成 19 年度に活動を開始しました。 

茨茨城城県県農農林林水水産産部部長長賞賞 
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地域住民との清掃活動 

 

 
農道法面の補修 

 
地域住民との植栽活動 

 

 
小排水路底盤コンクリート敷設 

 

４ 特徴的な取組 

・地域住民が主体的に参加し技能を持つ構成員が中心となって、重機による草刈りや水路の泥上げ、

用水路や農道等の農業用施設の軽微な補修を行っています。 
・排水路の維持管理簡素化のため、底板コンクリート敷設工事を例年 1,000m 程度、自主施工にて 

行っています。 
・技能を持つ組合員が中心となり、施工技術の講習会等を開催することにより組織の技術向上に努め

ています。 

５ 取組の成果・効果 

・用排水路、農道の簡易補修により、農業用施設の維持管理の簡素化、長寿命化を行うことができま

した。 
・地域が一体となって自主施行で活動を実施することにより、施工費の削減が実現でき、農地保全、

環境保全の意識の向上を図ることができました。 

８  

 

 
地域住民との清掃活動 

 

 
農道法面の補修 

 
地域住民との植栽活動 

 

 
小排水路底盤コンクリート敷設 

 

４ 特徴的な取組 

・地域住民が主体的に参加し技能を持つ構成員が中心となって、重機による草刈りや水路の泥上げ、

用水路や農道等の農業用施設の軽微な補修を行っています。 

・排水路の維持管理簡素化のため、底板コンクリート敷設工事を例年 1,000m 程度、自主施工にて 

行っています。 

・技能を持つ組合員が中心となり、施工技術の講習会等を開催することにより組織の技術向上に努め

ています。 

５ 取組の成果・効果 

・用排水路、農道の簡易補修により、農業用施設の維持管理の簡素化、長寿命化を行うことができま

した。 
・地域が一体となって自主施行で活動を実施することにより、施工費の削減が実現でき、農地保全、

環境保全の意識の向上を図ることができました。 

８  

 

 
地域住民との清掃活動 

 

 
農道法面の補修 

 
地域住民との植栽活動 

 

 
小排水路底盤コンクリート敷設 

 

４ 特徴的な取組 

・地域住民が主体的に参加し技能を持つ構成員が中心となって、重機による草刈りや水路の泥上げ、

用水路や農道等の農業用施設の軽微な補修を行っています。 

・排水路の維持管理簡素化のため、底板コンクリート敷設工事を例年 1,000m 程度、自主施工にて 

行っています。 

・技能を持つ組合員が中心となり、施工技術の講習会等を開催することにより組織の技術向上に努め

ています。 

５ 取組の成果・効果 

・用排水路、農道の簡易補修により、農業用施設の維持管理の簡素化、長寿命化を行うことができま

した。 
・地域が一体となって自主施行で活動を実施することにより、施工費の削減が実現でき、農地保全、

環境保全の意識の向上を図ることができました。 
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西松原
に し ま つ ば ら

地区
ち く

活動
か つ ど う

組織
そ し き

（筑西市）  

１ 活動組織の概要  

取組開始年度 平成 25 年度 

組織構成 1 集落、農業者 23 名、非農業者 28 名、自治会、子供会、営農組合 

支払区分 農地維持支払、資源向上支払（共同活動） 

対象農用地 30.42ha（水田 27.58ha、畑 2.84ha） 

対象施設 開水路 3.8km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 7.2km、農道 4.6km 

交付金額（R1） 1,411 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水路の泥上げ              広報誌の発行 

 

２ 主な活動内容 

準備点検 計画・啓発 実践活動 

・施設の点検、機能

診断（5 月） 

・遊休農地発生状

況調査（5 月） 

・年度活動計画の 

策定（6 月） 

・地域住民との意見 

交換会の開催 

（7、12、1 月） 

・遊休農地発生防止の保全管理（8、11 月） 

・水路、路肩及び法面の草刈り（5、7、10 月） 

・水路の泥上げ（2 月） 

・用水施設の機能診断、保守（適宜） 

・景観形成のための植栽（7 月） 

 

９  

３ 地域の状況と取り組みへのきっかけ 

・本地域は、筑西市の南西部に位置しており、一級河川大川が東部に流れる、その南北に広がった田畑

は経営体育成基盤整備事業により整備された田園地帯です。 

・経営体育成基盤整備事業実施後の維持管理を目的として、平成 25 年度に活動を開始しました。 

茨茨城城県県農農林林水水産産部部長長賞賞 

西松原
に し ま つ ば ら

地区
ち く

活動
か つ ど う

組織
そ し き

（筑西市）  

１ 活動組織の概要  

取組開始年度 平成 25 年度 

組織構成 1 集落、農業者 23 名、非農業者 28 名、自治会、子供会、営農組合 

支払区分 農地維持支払、資源向上支払（共同活動） 

対象農用地 30.42ha（水田 27.58ha、畑 2.84ha） 

対象施設 開水路 3.8km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 7.2km、農道 4.6km 

交付金額（R1） 1,411 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水路の泥上げ              広報誌の発行 
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ホタル・カワニナの放虫（3 月）         生き物調査（8 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

芝桜の植栽（7 月）            どんと焼き（1 月） 

 

 

４ 特徴的な取組 

・清流に生息するホタルとの共生を目的として、例年 3 月には地元の西松原あけぼの子ども会と一緒

にホタルやカワニナを放虫し、翌年度 8 月に対象地の生物調査を実施しています。 

・7 月には地域内の花壇にて、景観形成のため芝桜を植栽しています。 

・小正月には、地域との交流を目的として「どんと焼き」を実施しています。 

５ 取組の成果・効果 

・ホタル及びカワニナの放虫対象地では、本活動の実施により管理が行き届くようになったことから、

不法投棄の抑制につながっています。 

・各種活動を通じ、農業者と地域の小学生及びその保護者が交流する機会が増えたほか、活動を通

して参加者（農業者以外）に意識の変化が見られ、活動参加者は年々増加傾向にあります。 
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